
 

令 和６ 年第５ 回荒尾 市議 会 (定例 会 ) 議 案資 料（ 追加提 案分 ）目次  

 

議案番号 件 名 ページ 

議第７９号 荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について 1 

議第８０号 荒尾市職員の給与に関する条例等の一部改正について 7 

議第８１号 令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第７号） 30 

議第８２号 令和６年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 31 

議第８３号 令和６年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第４号） 32 

議第８４号 令和６年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 33 

議第８５号 令和６年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 34 

 





荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について（概要） 

 
 
特別職の期末手当の改定 【令和６年１２月期から改定】 

 

 
＜市長、副市長、教育長、企業管理者、病院事業管理者、市議会議員＞ 

 

 

   年間３．４０月分 → ３．４５月分（０．０５月分引上げ） 
 

特別職 
現行 改定後 

令和６年度 令和６年度 令和７年度以降 

６月 期末手当 1.70 月 1.70 月 1.725 月 

１２月 期末手当 1.70 月 1.75 月 1.725 月 

年間合計 3.40 月 3.45 月 3.45 月 

 

 ※令和６年１２月の増額分は、条例改正後に支給 

 

【改正条例一覧】 

 荒尾市長等の給与等に関する条例 

 荒尾市企業管理者の給与等に関する条例 

 荒尾市病院事業管理者の給与等に関する条例 

 荒尾市議会議員、委員、立会人等の議員報酬、報酬等支給条例 

議第79号資料
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荒
尾
市
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 ＜
荒

尾
市
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

 第
１

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
等
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
等
の
支
給
方
法
）
 

第
４
条
 
前
３
条
に
よ
る

給
与
等
の
支
給
方
法
に
つ

い
て
は
、
荒
尾
市
職
員
の

給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
6
年
条
例
第
９
号
）
及
び

荒
尾
市
職
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年

条
例
第
５
号
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
荒
尾
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
、

「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
し
、

同
条
第
５
項
に
お
い
て
、

規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
前
３
条
に
よ
る

給
与
等
の
支
給
方
法
に
つ

い
て
は
、
荒
尾
市
職
員
の

給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
6
年
条
例
第
９
号
）
及
び

荒
尾
市
職
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年

条
例
第
５
号
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
荒
尾
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の

は

「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
、
「

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」
と
あ
る

の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
5
」
と

し
、
同
条
第
５
項
に
お
い

て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
２

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
等
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
等
の
支
給
方
法
）
 

第
４
条
 
前
３
条
に
よ
る

給
与
等
の
支
給
方
法
に
つ

い
て
は
、
荒
尾
市
職
員
の

給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
6
年
条
例
第
９
号
）
及
び

荒
尾
市
職
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年

条
例
第
５
号
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
荒
尾
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の

は

「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
、
「

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」
と
あ
る

の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
5
」
と

し
、
同
条
第
５
項
に
お
い

て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
前
３
条
に
よ
る

給
与
等
の
支
給
方
法
に
つ

い
て
は
、
荒
尾
市
職
員
の

給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
6
年
条
例
第
９
号
）
及
び

荒
尾
市
職
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年

条
例
第
５
号
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
荒
尾
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
5
」
と
あ
る
の
は

、

「
1
0
0
分
の
1
7
2
.
5
」
と
し

、
同
条
第
５
項
に
お
い
て

、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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＜
荒

尾
市
企
業
管
理
者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

 第
３

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分

の
1
7
0
」
と
し
、
同
条
第

５
項
に
お
い
て
、
規
則
で

定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0

分
の
1
7
5
」
と
し
、
同
条
第
５
項
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0

分
の
1
7
5
」
と
し

、
同
条
第
５
項
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第

２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
5
」

と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」
と
し
、
同
条

第
５
項
に
お
い
て
、
規
則

で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の

1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
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＜
荒

尾
市
病
院
事
業
管
理
者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

 第
５

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分

の
1
7
0
」
と
し
、
同
条
第

５
項
に
お
い
て
、
規
則
で

定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0

分
の
1
7
5
」
と
し
、
同
条
第
５
項
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
６

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

（
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
）
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第
２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0

分
の
1
7
5
」
と
し

、
同
条
第
５
項
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は

、
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に

関

す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
条

例
第
９
号
）
及
び
荒
尾
市

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
2
8
年
条
例
第
５
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第
1
6
条
の
５
第

２
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
5
」

と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」
と
し
、
同
条

第
５
項
に
お
い
て
、
規
則

で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の

1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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＜
荒

尾
市
議
会
議
員
、
委
員
、
立
会
人
等
の
議
員
報
酬
、
報
酬
等
支
給
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

 第
７

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
６
条
 
市
議
会
議
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
６
条
 
市
議
会
議
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の

額
は
、
そ
の
受
け
る
議
員

報
酬
月
額
に
荒
尾
市
職
員

の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
2
6
年
条
例
第
９
号
）
第

1
6
条
の
５
第
２
項
に
規
定

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
し
、
同
条

第

５
項
に
お
い
て
、
規
則
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の

額
は
、
そ
の
受
け
る
議
員

報
酬
月
額
に
荒
尾
市
職
員

の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
2
6
年
条
例
第
９
号
）
第

1
6
条
の
５
第
２
項
に
規
定

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
、「

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」

と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
5
」
と
し
、
同
条
第
５
項

に
お
い
て
、
規
則
で
定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
割

合
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
1
0
0
分

の
1
5

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
８

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
６
条
 
市
議
会
議
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
６
条
 
市
議
会
議
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の

額
は
、
そ
の
受
け
る
議
員

報
酬
月
額
に
荒
尾
市
職
員

の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
2
6
年
条
例
第
９
号
）
第

1
6
条
の
５
第
２
項
に
規
定

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
項
中
「
1
0
0
分

の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
0
」
と
、「

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」

と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
1
7
5
」
と
し
、
同
条
第
５
項

に
お
い
て
、
規
則
で
定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
割

合
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
1
0
0
分

の
1
5

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の

額
は
、
そ
の
受
け
る
議
員

報
酬
月
額
に
荒
尾
市
職
員

の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
2
6
年
条
例
第
９
号
）
第

1
6
条
の
５
第
２
項
に
規
定

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
5
」

と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」
と
し
、
同
条

第

５
項
に
お
い
て
、
規
則
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
割
合
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
1
0
0
分
の
1
5
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

と
す
る
。
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附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
施
行
期
日
等
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
、
第
４
条
、

第
６
条
及
び
第
８
条
の
規
定
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
荒

尾
市

長
等

の
給

与
等

に
関

す
る

条
例

（
以
下
「
改
正
後
の
荒
尾
市
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
、
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
荒
尾
市
企
業
管
理
者
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
荒
尾
市
企
業
管
理
者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
」

と
い
う
。
）
の
規
定
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
荒
尾
市
病
院
事
業
管

理
者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
荒
尾
市
病
院
事
業
管
理
者

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
及
び
第
７
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
荒
尾
市
議
会
議
員
、
委
員
、
立
会
人
等
の
議
員
報
酬
、
報
酬
等
支
給

条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
荒
尾
市
議
会
議
員
、
委
員
、
立
会
人
等
の
議
員
報
酬
、

報
酬
等
支
給
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
６
年
1
2
月
１
日
か
ら
適
用

す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
給
与
の
内
払
）
 

３
 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
左
欄
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
 

改
正

後
の

荒
尾

市
長

等
の

給

与
等
に
関
す
る
条
例
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
荒

尾
市

長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
 

改
正

後
の

荒
尾

市
企

業
管

理

者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
 

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
荒

尾
市

企
業
管
理
者
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
 

改
正

後
の

荒
尾

市
病

院
事

業

管
理

者
の

給
与

等
に

関
す

る

条
例
 

第
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
荒

尾
市

病
院

事
業

管
理

者
の

給
与

等
に

関
す

る
条

例
 

改
正
後
の
荒
尾
市
議
会
議
員
、

委
員

、
立

会
人

等
の

議
員

報

酬
、
報
酬
等
支
給
条
例
 

第
７

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
荒

尾
市

議
会

議
員

、
委

員
、

立
会

人
等

の
議

員
報

酬
、
報
酬
等
支
給
条
例
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荒尾市職員の給与に関する条例等の一部改正について（概要） 
 
一般職の給与改定 

 給料表を３，３００円～２６，３００円引上げ 
 
期末・勤勉手当の改定・・・国に準じた支給割合の引上げ【令和６年１２月期から改定】 

 一般職員及び会計年度任用職員…年間４．５０月分 → ４．６０月分（０．１０月分引上げ） 

〔 〕は特定幹部 
現行 改定後 

令和６年度 令和６年度 令和７年度以降 

６月 期末手当 
    勤勉手当 

1.225 月〔1.025 月〕 

1.025 月〔1.225 月〕 

1.225 月〔1.025 月〕 

1.025 月〔1.225 月〕 

1.25 月〔1.05 月〕 

1.05 月〔1.25 月〕 

１２月 期末手当 
    勤勉手当 

1.225 月〔1.025 月〕 

1.025 月〔1.225 月〕 

1.275 月〔1.075 月〕 

1.075 月〔1.275 月〕 

1.25 月〔1.05 月〕 

1.05 月〔1.25 月〕 

年間合計 4.50 月〔4.50 月〕 4.60 月〔4.60 月〕 4.60 月〔4.60 月〕 
 
 定年前再任用短時間勤務職員…年間２．３５月分 → ２．４０月分（０．０５月分引上げ） 

〔 〕は特定幹部 
現行 改定後 

令和６年度 令和６年度 令和７年度以降 

６月 期末手当 
    勤勉手当 

0.6875 月〔0.5875 月〕 

0.4875 月〔0.5875 月〕 

0.6875 月〔0.5875 月〕 

0.4875 月〔0.5875 月〕 

0.70 月〔0.60 月〕 

0.50 月〔0.60 月〕 

１２月 期末手当 
    勤勉手当 

0.6875 月〔0.5875 月〕 

0.4875 月〔0.5875 月〕 

0.7125 月〔0.6125 月〕 

0.5125 月〔0.6125 月〕 

0.70 月〔0.60 月〕 

0.50 月〔0.60 月〕 

年間合計 2.35 月〔2.35 月〕 2.40 月〔2.40 月〕  2.40 月〔2.40 月〕 
 
その他諸手当の主な改正 

 ・扶養手当                               （月額） 

扶養親族 
現行 改定後 

令和６年度まで 令和７年度 令和８年度以降 

配偶者 6,500 円 3,000 円 廃止 

子（１人当たり） 10,000 円 11,500 円 13,000 円 

 ・地域手当 級地の区分及び支給割合を変更する。 

 ・通勤手当 １か月当たりの支給上限を55,000円から150,000円に引き上げる。 

 ・管理職員特別勤務手当 管理職が平日の午後１０時から翌日の午前５時までの間に、

臨時又は緊急の必要により勤務をした場合を支給対象に追加する。 
 

【改正条例一覧】 

荒尾市職員の給与に関する条例 

荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例 

荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

荒尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

荒尾市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

議第80号資料

- 7 -



荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 ＜
荒

尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

第
１

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
1
6
条
の
５
 
略
 

第
1
6
条
の
５
 
略
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
（
職
務
の
級

が
７

級
で
あ
る
職
員
（
第
1
6
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）

に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
0
2
.
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準
日
以
前
６
か
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
当

該
職
員
の
在
職
期
間
の
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0

分
の
1
2
2
.
5（

職
務
の
級
が
７
級
で
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
6
条
の
８

第
２

項
に

お
い

て
「

特
定

幹
部

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
分

の

1
0
2
.
5
）
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ

っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
以
前
６
か
月
以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て

は
、

同
項

中
「

1
0
0
の

1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
8
.
7
5
」

と
、

「
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
」
と
す
る
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て

は
、
同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
6
8
.
7
5
」
と
、
「
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
」
と
、
「
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」
と
あ

る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
1
.
2
5
」
と
、
「
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の

6
1
.
2
5
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
略
 

４
～
６
 
略
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
1
6
条
の
８
 
略
 

第
1
6
条
の
８
 
略
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
任

命
権
者
が
市
長
の
定
め
る

基

準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤

勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者

に
所
属
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
任

命
権
者
が
市
長
の
定
め
る

基

準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤

勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者

に
所
属
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
１
)
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 
 

(
１
)
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退

職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ
き
扶
養
手
当
の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る
地

域
手

当
の

月
額

の
合

計
額

を
加

算
し

た
額

に
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
）
を
乗
じ
て
得

た
額
の
総
額
 

 
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退

職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ
き
扶
養
手
当
の
月

額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地

域
手
当
の
月
額
の
合
計
額

を
加
算
し
た
額
に
、
６

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

1
0
0
分
の
1
0
2
.
5
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、

1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
）
、
1
2
月

に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(
２
)
 
前
項
の
職
員
の
う

ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
4
8
.
7
5
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(
２
)
 
前
項
の
職
員
の
う

ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、

６
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
1
0
0
分
の
4
8
.
7
5
（
特

定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は

、
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
）
、

1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
5
1
.
2
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、

1
0
0
分
の
6
1
.
2
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
 
略
 

３
～
５
 
略
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
(
１
)
 

行
政
職
給
料
表
(
１
)
 

 
 
略
 

 
 
略
 

 第
２

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
扶
養
手
当
）
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
８
条
 
扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
す

べ
て
の
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
第
８
条
 
扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
全
て
の
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と

は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他

に
生
計
の
途
が
な
く
、
主

と

し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と

は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他

に
生
計
の
途
が
な
く
、
主

と

し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

(
１
)
 
配
偶
者
（
届
出
を

し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 

 
削
る
。
 

(
２
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
１
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
３
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
２
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
４
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(
３
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

(
５
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
４
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
６
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

(
５
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は

、
前
項
第
１
号
及
び
第
３

号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い

ず

れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
6
,
5
0
0
円
、
同
項
第
２
号

に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（

以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
１
人
に
つ
き
1
0
,
0
0
0
円
と
す
る
。
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は

、
前
項
第
１
号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶

養

親
族
た
る
子
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ

き
1
3
,
0
0
0
円
、
同
項
第
２

号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に

つ
き
6
,
5
0
0
円
と
す
る
。
 

４
 
略
 

４
 
略
 

第
９
条
 
新
た
に
職
員
と

な
っ
た
者
に
扶
養
親
族
が

あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次

の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
員
は
、

直
ち
に
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
新
た
に
職
員
と

な
っ
た
者
に
扶
養
親
族
が

あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次

の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
員
は
、

直
ち
に
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
１
)
 
略
 

 
(
１
)
 
略
 

 
(
２
)
 
扶
養
親
族
た
る

要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
者

が
あ
る
場
合
（
扶
養
親
族

た

る
子

又
は

前
条

第
２

項
第

３
号

若
し

く
は

第
５

号
に

該
当

す
る

扶
養

親
族

が
、
満
2
2
歳
に
達
し
た
日

以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日

の
経
過
に
よ
り
、
扶
養

親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
 

 
(
２
)
 
扶
養
親
族
た
る

要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
者

が
あ
る
場
合
（
扶
養
親
族

た

る
子

又
は

前
条

第
２

項
第

２
号

若
し

く
は

第
４

号
に

該
当

す
る

扶
養

親
族

が
、
満
2
2
歳
に
達
し
た
日

以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日

の
経
過
に
よ
り
、
扶
養

親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
地
域
手
当
）
 

（
地
域
手
当
）
 

第
９
条
の
３
 
略
 

第
９
条
の
３
 
略
 

２
 
地
域
手
当
の
月
額
は

、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
合
計
額
に
、
次
の

各

号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の

級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
地
域
手
当
の
月
額
は

、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
合
計
額
に
、
次
の

各

号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の

級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
３
級
地
 
1
0
0
分
の
1
5
 

(
３
)
 
３
級
地
 
1
0
0
分
の
1
2
 

(
４
)
 
４
級
地
 
1
0
0
分
の
1
2
 

(
４
)
 
４
級
地
 
1
0
0
分
の
８
 

(
５
)
 
５
級
地
 
1
0
0
分
の
1
0
 

(
５
)
 
５
級
地
 
1
0
0
分
の
４
 

(
６
)
 
６
級
地
 
1
0
0
分
の
６
 

 
削
る
。
 

(
７
)
 
７
級
地
 
1
0
0
分
の
３
 

 
削
る
。
 

３
 
略
 

３
 
略
 

- 10 -



現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
住
居
手
当
）
 

（
住
居
手
当
）
 

第
９
条
の
６
 
略
 

第
９
条
の
６
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
第
1
0
条
の
２
第
１

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支

給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶

者
が
居
住
す
る
た
め
の
住

宅
（
規
則
で
定
め
る
有

料
宿
舎
を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
1
6
,
0
0
0
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
っ

て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

(
３
)
 
第
1
0
条
の
２
第
１

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支

給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶

者
（
届
出
を
し
な
い
が
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む

。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
居
住
す
る
た
め
の

住
宅

（
規

則
で

定
め

る
有

料
宿

舎
を

除
く

。
）

を
借

り
受

け
、

月
額

1
6
,
0
0
0

円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払

っ
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
の
も
の
と
の
権
衡
上

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
通
勤
手
当
）
 

（
通
勤
手
当
）
 

第
1
0
条
 

第
1
0
条
 
通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。
 

 
 
(
１
)
 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交

通
機
関
等
」
と
い
う
。
）

を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

は
料
金
（
以
下
こ
の
項

か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い

て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。

）
を
負
担
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
職
員
（
交
通

機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ

ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以

外
の
職
員
で
あ
っ
て
交
通

機
関
等
を
利
用
し
な
い

で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る

も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤

距
離
が
片
道
２
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 

 
 

(
２

)
 

通
勤

の
た

め
自

動
車

そ
の

他
の

交
通

の
用

具
で

規
則

で
定

め
る

も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
自
動
車
等
」
と
い
う
。

）
を
使
用
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
職
員
（
自
動

車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば

通
勤
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外

の
職
員
で
あ
っ
て
自
動
車

等
を
使
用
し
な
い
で
徒

歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の

と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離

が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 

 
 
(
３
)
 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、

自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、

又
は
自
動
車
等
を
使
用
し

な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ

て
、
交
通
機
関
等
を
利
用

せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車

等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩

に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と

し
た
場
合
の
通
勤
距
離

が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 
 
通
勤
手
当
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号

に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号

に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
(
１
)
 
通
勤
距
離
が
片

道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
職
員
が
通
勤
の
た

め

交
通
機
関
を
利
用
し
、
か

つ
、
そ
の
運
賃
を
負
担
す

る
こ
と
を
常
例
と
す
る

職
員
 
支
給
単
位
期
間
に

つ
き
、
当
該
職
員
の
支
給

単
位
期
間
の
通
勤
に
要

す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当

す
る
額
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
運
賃
等
相
当

額
」
と
い
う
。
）
。
た
だ

し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支

給
単
位
期
間
の
月
数
で

除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
１
か
月

当
た
り
の
運
賃
等
相
当

額
」
と
い
う
。
）
が
5
5
,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

5
5
,
0
0
0
円
に
支
給
単
位
期

間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
職
員
が
２
以

上
の
交
通
機
関
等
を
利
用

す
る
も
の
と
し
て
当
該
運

賃
等
の
額
を
算
出
す
る

場
合
に
お
い
て
、
１
か
月

当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

の
合
計
額
が
5
5
,
0
0
0
円

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る

支
給
単
位
期
間
の
う
ち

最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

に
つ
き
、
5
5
,
0
0
0
円
に
当

該
支
給
単
位
期
間
の
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と

し
、
交
通
機
関
等
を
利
用

す
る
ほ
か
、
あ
わ
せ
て

自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
者
に
対

し
て
は
、
運
賃
等
相
当

額
及
び
次
号
に
定
め
る
額

（
１
か
月
当
た
り
の
運
賃

等
相
当
額
及
び
次
号
に

定
め
る
額
の
合
計
額
が
5
5
,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は

、
当
該
職
員
の
通
勤
手

当
に

係
る

支
給

単
位

期
間

の
う

ち
最

も
長

い
支

給
単

位
期

間
に

つ
き

、

5
5
,
0
0
0
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
 

 
(
１
)
 
前
項
第
１
号
に

掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位

期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定

め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し

た
当
該
職
員
の
支
給
単
位

期
間
の
通
勤
に
要
す
る

運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る

額
（
次
項
及
び
第
５
項
に

お
い
て
「
運
賃
等
相
当

額
」
と
い
う
。
）
 

 
(
２

)
 

前
号

に
掲

げ
る

職
員

以
外

の
職

員
 

次
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

に
応

じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額
（
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち

、
支
給
単
位
期
間
当
た
り

の
通
勤
回
数
を
考
慮
す

べ
き
職
員
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に

市
長
が
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
 

 
(
２
)
 
前
項
第
２
号
に

掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（

定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給

単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤

回
数
を
考
慮
し
て
規
則

で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の

額
に
規
則
で
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
 
ア
～
ス
 
略
 

 
 
ア
～
ス
 
略
 

 
 
(
３
)
 
前
項
第
３
号
に

掲
げ
る
職
員
 
交
通
機
関

等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、

自

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で

徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も

の
と
し
た
場
合
の
通
勤

距
離
、
交
通
機
関
等
の
利

用
距
離
、
自
動
車
等
の
使

用
距
離
等
の
事
情
を
考

慮
し
て
規
則
で
定
め
る
区

分
に
応
じ
、
前
２
号
に
定

め
る
額
、
第
１
号
に
定

め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額
 

 
３
 
公
署
を
異
に
す
る
異

動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の

移
転
に
伴
い
、
所
在
す
る

地

域
を
異
に
す
る
公
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
通
勤
の
実
情

に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と

な
っ
た
職
員
で
規
則
で
定

め
る
も
の
の
う
ち
、
第
１

項
第
１
号
又
は
第
３
号
に

掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
異

動
又
は
公
署
の
移
転
の
直

前
の

住
居

（
当

該
住

居
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
規

則
で

定
め

る
住

居
を

含

む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た

め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特

別
急
行
列
車
、
高
速
自
動

車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機

関
等
（
第
１
号
及
び
次
項

に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道

等
」
と
い
う
。
）
を
利
用

し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特

別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に

係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運

賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基

礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当

す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い

う
。
第
１
号
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。
 

 
 
(
１
)
 
新
幹
線
鉄
道
等

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金

等
に
係
る
通
勤
手
当
 
支

給

単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
し
た
当
該
職
員
の

支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に

要
す
る
特
別
料
金
等
の
額

に
相
当
す
る
額
（
第
５

項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
 

 
 
(
２
)
 
前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
 

 
４
 
前
項
の
規
定
は
、
地

方
公
営
企
業
等
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
7

年
法
律
第
2
8
9
号
）
第
３
条
第
４
号
に
規
定
す
る
職
員
及
び
単
純
な
労
務
に
雇
用

さ
れ
る
職
員
等
で
あ
っ
た

者
か
ら
引
き
続
き
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

な
っ
た
者
の
う
ち
、
第
１

項
第
１
号
又
は
第
３
号
に

掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
適
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

用
の
直
前
の
住
居
（
当
該

住
居
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
規
則
で
定
め
る
住
居

を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤

の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等

を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に

係
る
特
別
料
金
等
を
負
担

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
（
任
用
の
事
情
等
を

考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る

職
員
に
限
る
。
）
そ
の
他

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
規
則
で
定
め
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 
５
 
運
賃
等
相
当
額
を
そ

の
支
給
単
位
期
間
の
月
数

で
除
し
て
得
た
額
（
交
通

機

関
等
が
２
以
上
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計

額
）
、
第
２
項
第
２
号
に

定
め
る
額
及
び
特
別
料
金

等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単

位
期
間
の
月
数
で
除
し
て

得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等

が
２
以
上
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）

の
合
計
額
が
1
5
0
,
0
0
0
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
３
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職

員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支

給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も

長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
1
5
0
,
0
0
0
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
６
 
通
勤
手
当
は
、
支
給

単
位
期
間
（
規
則
で
定
め

る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は

、

規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
の
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
 

 
７
 
通
勤
手
当
を
支
給
さ

れ
る
職
員
に
つ
き
、
離
職

そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る

事

由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

当
該
職
員
に
、
支
給
単
位

期
間
の
う
ち
こ
れ
ら
の
事

由
が
生
じ
た
後
の
期
間
を

考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る

額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
こ
の
条
に
お
い
て
「

支
給
単
位
期
間
」
と
は
、

通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位

と

な
る
期
間
と
し
て
６
か
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
１

か
月
を
単
位
と
し
て
市
長

が
定
め
る
期
間
（
自
動
車

等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ

っ
て
は
、
１
か
月
）
を
い

う
。
 

８
 
こ
の
条
に
お
い
て
「

支
給
単
位
期
間
」
と
は
、

通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位

と

な
る
期
間
と
し
て
６
か
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
１

か
月
を
単
位
と
し
て
規
則

で
定
め
る
期
間
（
自
動
車

等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ

っ
て
は
、
１
か
月
）
を
い

う
。
 

３
 
前
２
項
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
通
勤
手
当

の
支
給
及
び
返
納
に
関
し

て

必
要
な
事
項
は
人
事
院
規

則
の
定
め
に
よ
る
国
家
公

務
員
の
支
給
及
び
返
納
の

例
に
よ
る
。
 

９
 
前
各
項
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
通
勤
の
実

情
の
変
更
に
伴
う
支
給
額

の

改
定
そ
の
他
通
勤
手
当
の

支
給
及
び
返
納
に
関
し
て

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
1
6
条
の
４
 
略
 

第
1
6
条
の
４
 
略
 

２
 
第
３
条
第
４
項
、
第

４
条
、
第
７
条
の
２
か
ら

第
９
条
ま
で
、
第
９
条
の

５

及
び
第
９
条
の
６
の
規
定

は
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。
 

２
 
第
３
条
第
４
項
、
第

４
条
及
び
第
７
条
の
２
か

ら
第
９
条
ま
で
の
規
定
は

、

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
1
6
条
の
５
 
略
 

第
1
6
条
の
５
 
略
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0

分
の
1
2
2
.
5（

職
務
の
級
が
７
級
で
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
6
条
の
８

第
２

項
に

お
い

て
「

特
定

幹
部

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
分

の

1
0
2
.
5
）
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ

っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
以
前
６
か
月
以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
5
（
職
務
の
級
が

７
級

で
あ
る
職
員
（
第

1
6
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）

に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
0
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に

、
基
準
日
以
前
６
か
月
以

内
の
期
間
に
お
け
る
当
該

職
員
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て

は
、
同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
6
8
.
7
5
」
と
、
「
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
」
と
、
「
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
」
と
あ

る
の
は
「
1
0
0
分
の
5
1
.
2
5
」
と
、
「
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の

6
1
.
2
5
」
と
す
る
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て

は
、
同
項
中
「
1
0
0
分
の
1
2
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
0
」
と
、
「
1
0
0
分

の

1
0
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
6
0
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
略
 

４
～
６
 
略
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
1
6
条
の
８
 
略
 

第
1
6
条
の
８
 
略
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
任

命
権
者
が
市
長
の
定
め
る

基

準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤

勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者

に
所
属
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
任

命
権
者
が
市
長
の
定
め
る

基

準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤

勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者

に
所
属
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

の
基

準
日

現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退

職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ
き
扶
養
手
当
の
月

額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地

域
手
当
の
月
額
の
合
計
額

を
加
算
し
た
額
に
、
６

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

1
0
0
分
の
1
0
2
.
5
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、

1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
）
、
1
2
月

に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

の
基

準
日

現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退

職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ
き
扶
養
手
当
の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る
地

域
手

当
の

月
額

の
合

計
額

を
加

算
し

た
額

に
1
0
0

分
の
1
0
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
1
2
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額
 

(
２
)
 
前
項
の
職
員
の
う

ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、

６
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
1
0
0
分
の
4
8
.
7
5
（
特

定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は

、
1
0
0
分
の
5
8
.
7
5
）
、

1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
5
1
.
2
5（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、

1
0
0
分
の
6
1
.
2
5
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(
２
)
 
前
項
の
職
員
の
う

ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
5
0（

特
定
幹
部
職

員
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
分
の
6
0
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
 
略
 

３
～
５
 
略
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
1
7
条
 
第
1
6
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
職
員
が

、
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

そ

の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
、
勤
務
時
間
条

例
第
３
条
第
１
項
、
第
４

条
及
び
第
５
条
の
規
定
に

基
づ
く
週
休
日
又
は
祝
日

法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く

は
年
末
年
始
の
休
日
等
に

勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該

職
員
に
、
管
理
職
員
特
別

勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
1
7
条
 
第
1
6
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
職
員
が

、
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

そ

の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
、
勤
務
時
間
条

例
第
３
条
第
１
項
、
第
４

条
及
び
第
５
条
の
規
定
に

基
づ
く
週
休
日
又
は
祝
日

法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く

は
年
末
年
始
の
休
日
等
（

次
項
に
お
い
て
「
週
休
日

等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務

を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
場

合
の
ほ
か
、
第
1
6
条
の
３

第
１
項
に
規
定
す
る
職
員

が

災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の

臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に

よ
り
午
後
1
0
時
か
ら
翌
日

の
午
前
５
時
ま
で
の
間
（

週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時

間
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の

時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合

は
、
当
該
職
員
に
、
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
勤
務
１
回
に
つ
き
、

1
2
,
0
0
0
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

に
従
事
す
る
時
間
等
を
考

慮
し
て
規
則
で
定
め
る
勤

務
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の
1
5
0
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
の
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
（
前
２
項
に
規
定
す
る

勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

勤
務

を
し

た
職

員
に

あ
っ

て
は

そ
の

額
に

1
0
0
分

の

1
5
0
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
 
(
１
)
 
第
１
項
に
規
定

す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務

１
回
に
つ
き
、
1
2
,
0
0
0
円

を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
 

 
 
(
２
)
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
6
,
0
0
0
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
 

３
 
前
２
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

し

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

４
 
前
３
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

し

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
(
１
)
 

行
政
職
給
料
表
(
１
)
 

 
 
略
 

 
 
略
 

 ＜
荒

尾
市
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

第
３

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
給
料
表
の
改
定
に
お
け
る
特
例
）
 

 
削
る
。
 

２
 
第
４
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
給
料
表
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
給

与

条
例
の
改
正
に
よ
り
給
料

表
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

き
の
当
該
改
正
が
行
わ
れ

た
年
度
内
に
お
け
る
改
定

後
の
給
料
表
の
適
用
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
給
料
表
の
改
定

に
係
る
条
例
の
施
行
の
日

（
以
下
「
改
定
条
例
施
行

日
」
と
い
う
。
）
の
属
す

る
年
度
の
１
月
１
日
か
ら

と
す
る
。
た
だ
し
、
改
定

条
例
施
行
日
が
当
該
年
度

の
１
月
２
日
以
後
で
あ
る

場
合
は
、
改
定
条
例
施
行

日
が
改
定
条
例
施
行
日
の

属
す
る
月
の
初
日
で
あ
る

と
き
は
そ
の
日
、
改
定
条

例
施
行
日
が
改
定
条
例
施

行
日
の
属
す
る
月
の
初
日

以
外
の
日
で
あ
る
と
き
は

改
定
条
例
施
行
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
  

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

 
職

種
 

月
額
 

 
 

職
種
 

月
額
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
行
政
事
務
職
 

給
料
表
に
定
め
る
１
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
2
4
9
,
4
0
0
円

  
 

行
政
事
務
職
 

給
料
表
に
定
め
る
１
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
2
5
8
,
1
0
0
円
  

 
保
健
師
、
助
産

師
、
看
護

師
そ

の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
5
,
2
0
0
円

  
 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護

師
そ

の
他
の
規
則
で

定
め
る
職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
8
,
5
0
0
円
  

 
保
育
士
、
社
会

福
祉
士
そ
の
他

の
規
則
で
定
め
る
職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
5
,
2
0
0
円

  
 

保
育
士
、
社
会
福

祉
士
そ
の
他

の
規
則
で
定
め

る
職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
8
,
5
0
0
円
  

 
上
記
以
外
で
規
則
で
定
め
る

職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
5
,
2
0
0
円

  
 

上
記
以
外
で
規

則
で
定
め
る

職
 

給
料
表
に
定
め
る
２
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
で
あ
る
3
0
8
,
5
0
0
円
  

 
 

 ＜
荒

尾
市
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

第
４

条
（
公
布
の
日
施
行
）
 現

 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
報
酬
）
 

（
報
酬
）
 

第
３
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は

、
他
の
常
勤
の
職
員
と
の

権

衡
、
そ
の
職
務
の
特
殊
性

等
を
考
慮
し
、
規
則
で
定

め
る
額
の
報
酬
を
支
給
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
規

則
で

定
め

る
額

は
、

月
額

の
と

き
は

2
9
5
,
3
5
4

円
、

日
額

の
と

き
は

1
4
,
0
6
4
円

及
び

時
間

額
の

と
き

は
1
,
8
7
5
円

の
範

囲
内

と

し
、
当
該
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。
 

第
３
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は

、
他
の
常
勤
の
職
員
と
の

権

衡
、
そ
の
職
務
の
特
殊
性

等
を
考
慮
し
、
規
則
で
定

め
る
額
の
報
酬
を
支
給
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
規

則
で

定
め

る
額

は
、

月
額

の
と

き
は

2
9
8
,
5
4
8

円
、

日
額

の
と

き
は

1
4
,
2
1
6
円

及
び

時
間

額
の

と
き

は
1
,
8
9
5
円

の
範

囲
内

と

し
、
当
該
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
1
4
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
（
規

則
で
定
め
る
者
を
除
く
。

）

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
1
4
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
（
規

則
で
定
め
る
者
を
除
く
。

）

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
期
末
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

(
２
)
 
期
末
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１

月
当
た
り
の
平
均
額
に
、

1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
６
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
そ
の
者
の
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
の
次
の
表
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該

区
分
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１

月
当
た
り
の
平
均
額
に
、

６
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
６
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
そ
の
者
の
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
の
次
の
表
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該

区
分
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
略
 

 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
1
4
条

の
２

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
（

規
則

で
定

め
る

者
を

除

く
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
1
4
条

の
２

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
（

規
則

で
定

め
る

者
を

除

く
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
勤
勉
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
（
以
下
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」

と
い
う
。
）
に
、
任
命
権

者
が
市
長
の
定
め
る
基
準

に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る

勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は

、
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受

け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
0
2
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
２
)
 
勤
勉
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
（
以
下
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」

と
い
う
。
）
に
、
任
命
権

者
が
市
長
の
定
め
る
基
準

に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る

勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は

、
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受

け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 第
５

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
1
4
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
（
規

則
で
定
め
る
者
を
除
く
。

）

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
1
4
条
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
（
規

則
で
定
め
る
者
を
除
く
。

）

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
期
末
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１

月
当
た
り
の
平
均
額
に
、

６
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
６
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
そ
の
者
の
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
の
次
の
表
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該

区
分
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
２
)
 
期
末
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１

月
当
た
り
の
平
均
額
に
、

1
0
0
分
の
1
2
5
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
月
以
内
の
期
間
に
お
け

る
そ
の
者
の
会
計
年
度

任
用
職
員
と
し
て
の
在
職

期
間
の
次
の
表
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
区

分
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
略
 

 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
1
4
条

の
２

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
（

規
則

で
定

め
る

者
を

除

く
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
1
4
条

の
２

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
（

規
則

で
定

め
る

者
を

除

く
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
勤
勉
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
（
以
下
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」

と
い
う
。
）
に
、
任
命
権

者
が
市
長
の
定
め
る
基
準

に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る

勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は

、
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受

け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
1
0
0

分
の
1
0
2
.
5
、
1
2
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

1
0
0
分
の
1
0
7
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
２
)
 
勤
勉
手
当
の
額
は

、
基
準
日
以
前
６
月
以
内

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（

特
殊
勤
務
報
酬
、
時
間

外
勤
務
報
酬
、
休
日
勤
務

割
増
報
酬
、
夜
間
勤
務
割

増
報
酬
及
び
宿
日
直
割

増
報
酬
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
（
以
下
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」

と
い
う
。
）
に
、
任
命
権

者
が
市
長
の
定
め
る
基
準

に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
命
権
者
が
支
給
す
る

勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は

、
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受

け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
0
5
を
乗
じ
て
得
た
額
の

総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
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＜
荒

尾
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

第
６

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
略
 

第
８
条
 
略
 

２
 
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
1
0
条
第
１
項
第
２
号
及

び

第
1
3
条
第
２
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

及
び
荒
尾
市
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
2
5
年
条
例
第
4
0
号

）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
す
る
。
 

２
 
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
1
0
条
第
２
項
第
２
号
及

び

第
1
3
条
第
２
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

及
び
荒
尾
市
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
2
5
年
条
例
第
4
0
号

）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
す
る
。
 

 ＜
荒

尾
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
＞
 

第
７

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
扶
養
手
当
）
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
５
条
 
略
 

第
５
条
 
略
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と

は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、

他
に
生
計
の
途
が
な
く
、

主

と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と

は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、

他
に
生
計
の
途
が
な
く
、

主

と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

(
１
)
 
配
偶
者
（
届
出
を

し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 

削
る
。
 

(
２
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
１
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
３
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
２
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
４
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(
３
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(
５
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
４
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
６
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

(
５
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

（
地
域
手
当
）
 

（
地
域
手
当
）
 

第
５
条
の
２
 
略
 

第
５
条
の
２
 
略
 

２
 
地
域
手
当
の
月
額
は

、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
合
計
額
に
、
次
の

各
２
 
地
域
手
当
の
月
額
は

、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
合
計
額
に
、
次
の

各
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の

級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の

級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
３
級
地
 
1
0
0
分
の
1
5
 

(
３
)
 
３
級
地
 
1
0
0
分
の
1
2
 

(
４
)
 
４
級
地
 
1
0
0
分
の
1
2
 

(
４
)
 
４
級
地
 
1
0
0
分
の
８
 

(
５
)
 
５
級
地
 
1
0
0
分
の
1
0
 

(
５
)
 
５
級
地
 
1
0
0
分
の
４
 

(
６
)
 
６
級
地
 
1
0
0
分
の
６
 

削
る
。
 

(
７
)
 
７
級
地
 
1
0
0
分
の
３
 

削
る
。
 

３
・
４
 
略
 

３
・
４
 
略
 

 
（
単
身
赴
任
手
当
）
 

 
（
単
身
赴
任
手
当
）
 

第
６
条
の
２
 
公
署
を
異

に
す
る
異
動
に
伴
い
、
住

居
を
移
転
し
、
父
母
の
疾

病

そ
の
他
の
管
理
者
が
定
め

る
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配

偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と

な
っ
た
職
員
で
、
当
該
異

動
の
直
前
の
住
居
か
ら
当

該
異
動
の
直
後
に
在
勤
す

る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と

が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し

て
管
理
者
が
定
め
る
基
準

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う

ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ

と
を
常
況
と
す
る
職
員
に

は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支

給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
の
住
居
か
ら
在

勤
す
る
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
が
、

通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て

管
理
者
が
定
め
る
基
準
に

照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
６
条
の
２
 
公
署
を
異

に
す
る
異
動
に
伴
い
、
住

居
を
移
転
し
、
父
母
の
疾

病

そ
の
他
の
管
理
者
が
定
め

る
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

本
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
別
居
す
る
こ

と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当

該
異
動
の
直
前
の
住
居
か

ら
当
該
異
動
の
直
後
に
在

勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る

こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考

慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る

基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す

る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職

員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

配
偶
者
の
住
居
か
ら
在
勤

す
る
公
署
に
勤
務
す
る
こ

と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考

慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る

基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
 
略
 

２
 
略
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
1
3
条
の
２
 
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
は
、
第
1
1
条
の
２
に
定
め
る
職
員
が

、

臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ

の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し

な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ

る
休
日
若
し
く
は
年
末
年

始
の
休
日
に
勤
務
す
る
場

合
に
支
給
す
る
。
 

第
1
3
条
の
２
 
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
は
、
第
1
1
条
の
２
に
定
め
る
職
員
が

、

臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ

の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し

な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ

る
休
日
若
し
く
は
年
末
年

始
の
休
日
（
次
項
に
お
い

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
を
し
た
場
合
に
支
給
す
る
。
 

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
場

合
の
ほ
か
、
第
1
1
条
の
２

に
規
定
す
る
職
員
が
災
害

へ

の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又

は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午

後
1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

５
時
ま
で
の
間
（
週
休
日

等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
正
規
の

勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に

勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当

該
職
員
に
、
管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）
 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）
 

第
1
7
条
 
第
４
条
、
第
５

条
、
第
５
条
の
４
及
び
第

1
4
条
の
規
定
は
、
地
方
公

務

員
法
第
2
2
条
の
４
第
１
項

若
し
く
は
第
2
2
条
の
５
第

１
項
若
し
く
は
第
２
項
又

は
地
方
公
共
団
体
の
一
般

職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
4

年
法
律
第
4
8
号
）
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

第
1
7
条
 
第
４
条
、
第
５

条
及
び
第
1
4
条
の
規
定
は

、
地
方
公
務
員
法
第
2
2
条

の

４
第
１
項
若
し
く
は
第
2
2
条
の
５
第
１
項
若
し
く
は

第
２
項
又
は
地
方
公
共
団

体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
4
年
法
律
第
4
8
号
）

第
５
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 ＜
地

方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
令
和

４
年
条
例
第
2
1
号
）
の
一
部
改
正
＞
 

第
８

条
（
令
和
７
年
４
月
１
日
施
行
）
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
 

（
荒
尾
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
 

第
1
4
条
 
 

第
1
4
条
 
略
 

２
～
６
 
略
 

２
～
６
 
略
 

７
 
新
条
例
第
３
条
第
４

項
、
第
４
条
、
第
７
条
の

２
か
ら
第
９
条
ま
で
、
第

９

条
の
５
及
び
第
９
条
の
６
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 ７

 
新
条
例
第
３
条
第
４

項
、
第
４
条
及
び
第
７
条

の
２
か
ら
第
９
条
ま
で
の

規

定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

８
 
略
 

８
 
略
 

 
（
荒
尾
市
企
業
職
員
の

給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に

伴
う
経
過
措
置
）
 

 
（
荒
尾
市
企
業
職
員
の

給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に

伴
う
経
過
措
置
）
 

第
1
6
条
 
令
和
３
年
改
正

法
附
則
第
４
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
５
条

第

１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、

第
６
条
第
１
項
若
し
く
は

第
２
項
又
は
第
７
条
第
１

項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
に
つ
い
て
は
、
第
1
3
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

荒
尾
市
企
業
職
員
の
給
与

の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
第
４
条
、
第
５
条
、
第
５
条
の
４
及
び
第
14
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
1
6
条
 
令
和
３
年
改
正

法
附
則
第
４
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
５
条

第

１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、

第
６
条
第
１
項
若
し
く
は

第
２
項
又
は
第
７
条
第
１

項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
に
つ
い
て
は
、
第
1
3
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

荒
尾
市
企
業
職
員
の
給
与

の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
第
４
条
、
第
５
条
及
び
第
1
4
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

 

- 23 -



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
施
行
期
日
等
）

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
１
 
こ
の

条
例
は
、

公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る

。
た
だ
し
、
第

２
条
及
び

第
５
条

か
ら

第
８

条
ま

で
の

規
定
並

び
に
附

則
第

５
項

か
ら
第

８
項
ま

で
の

規
定

は
、

令
和
７
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
２
 
第
１

条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後

の
荒
尾
市

職
員
の
給
与
に

関
す
る
条

例
（
以

下
「
第
１
条
改
正
後
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
の
規

定
は
、
令
和
６
年
４
月
１

日

か
ら
適
用
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
３
 
第
３

条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後

の
荒
尾
市

フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任

用
職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
及
び

第
４
条

の
規

定
に

よ
る
改

正
後
の

荒
尾

市
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職
員

の
報
酬

等
に

関
す

る
条
例

（
以
下

「
第

４
条

改
正

後
報

酬
等

条
例

」
と

い
う
。

）
の
規

定
は

、
令

和
６
年

1
2
月
１

日
に

荒
尾

市
の

会
計

年
度

任
用

職
員

と
し
て

在
職
す

る
者

に
限

り
、
こ

の
条
例

の
施

行
の

日
の

属
す
る
年
度
に
お

け
る
任
期
の
初
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
給
与
の
内
払
）

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
４
 
第
１

条
改
正
後

給
与
条
例
又
は

第
４
条
改

正
後
報
酬
等
条

例
の
規
定

を
適
用

す
る

場
合

に
は

、
第

１
条
の

規
定
に

よ
る

改
正

前
の
荒

尾
市
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

基
づ
い

て
支
給

さ
れ

た
給

与
又
は

第
４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

荒
尾

市
パ

ー
ト
タ

イ
ム
会

計
年

度
任

用
職
員

の
報
酬

等
に

関
す

る
条

例
の

規
定

に
基

づ
い

て
支
給

さ
れ
た

報
酬

は
、

そ
れ
ぞ

れ
第
１

条
改

正
後

給
与

条
例

の
規

定
に

よ
る

給
与
又

は
第
４

条
改

正
後

報
酬
等

条
例
に

よ
る

報
酬

の
内

払
と
み
な
す
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
号
給
の
切
替
え

）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
 
令
和
７
年
４
月

１
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と

い
う
。
）
の
前
日
に
お
い

て
荒
尾

市
職

員
の

給
与

に
関

す
る
条

例
別
表

第
１

の
給

料
表
の

適
用
を

受
け

て
い

た
職

員
で

あ
っ

て
同

日
に

お
い
て

そ
の
者

が
属

し
て

い
た
職

務
の
級

が
附

則
別

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
職

務
の
級

で
あ
っ

た
も

の
の

切
替
日

に
お
け

る
号

給
（

次
項

及
び
同
表
に
お
い

て
「
新

号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ

の
者

が
属

し
て

い
た

職
務
の

級
及
び

同
日

に
お

い
て
そ

の
者
が

受
け

て
い

た
号

給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧

号
給
」
と
い
う
。
）
に
応

じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と

す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
切
替
日
前
の
異

動
者
の
号
給
等
の
調
整
）
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６
 
切
替

日
前
に
職

務
の
級
を
異
に

す
る
異
動

を
し
た
職
員
及

び
市
長
の

定
め
る

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

を
し
た

職
員
の

新
号

給
に

つ
い
て

は
、
そ

の
者

が
切

替
日

に
お

い
て

当
該

異
動

又
は
当

該
準
ず

る
も

の
を

し
た
も

の
と
し

た
場

合
と

の
権

衡
上

必
要

と
認

め
ら

れ
る
限

度
に
お

い
て

、
市

長
の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

必
要
な
調
整
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和
８
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
７
 
切
替

日
か
ら
令

和
８
年
３
月
3
1
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
第

２
条
の
規

定
に
よ

る
改

正
後

の
荒

尾
市

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条

例
（
以

下
「
第

２
条

改
正

後
給

与
条

例
」

と
い

う
。
）

第
８

条
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

条
第

２
項

中

「
（

５
）
 

重
度

心
身

障
害

者
」
と

あ
る

の
は

、「
（

５
）
 

重
度

心
身

障
害

者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 （

６
）
 

配
偶

者
（

届
出

を
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
し
な
い

が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含

む
。
）
」

と
、

同
条

第
３
項
中
「
1
3
,
0
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
1
1
,
5
0
0
円
」
と
、「

と
す
る
」
と
あ

る

の
は
「
、
同
項
第

６
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
3
,
0
0
0
円
と
す
る
」

と
し

、
第

７
条

の
規

定
に
よ

る
改
正

後
の

荒
尾

市
企
業

職
員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
（
以

下
「
第

７
条

改
正

後
企
業

職
員
給

与
条

例
」

と
い

う
。
）
第
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
中
「
(
５
)
 
重
度
心

身
障
害
者
」
と
あ

る
の
は
、
「
(
５
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(
６
)
 
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和
1
0
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
８
 
切
替

日
か
ら
令

和
1
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
地

域
手
当
の

級
地
の

区
分

及
び

支
給

割
合

は
、
第

２
条
改

正
後

給
与

条
例
第

９
条
の

３
第

２
項

の
規

定
又

は
第

７
条

改
正

後
企
業

職
員
給

与
条

例
第

５
条
の

２
第
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
規

則
又

は
管

理
者

が
別

に
定

め
る

級
地

の
区

分
に

応
じ

て
、

1
0
0

分
の

2
0
を

超
え

な
い

範
囲
内

で
規
則

又
は

管
理

者
が
別

に
定
め

る
割

合
と

す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
規
則
等
へ
の
委

任
）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
９
 
附
則

第
２
項
か

ら
前
項
ま
で
に

定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ

の
条
例
の

施
行
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
規
則

、
企
業

管
理

規
程

及
び
病

院
事
業

管
理

規
程

で
定

め
る
。
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附
則
別
表
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行
政
職
給
料
表
(
１

)
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
表
 

旧
号
給
 

新
号
給
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

７
級
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

２
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

３
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

４
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

５
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

６
 

２
 

１
 

１
 

１
 

１
 

７
 

３
 

１
 

１
 

１
 

１
 

８
 

４
 

１
 

１
 

１
 

１
 

９
 

５
 

１
 

１
 

１
 

１
 

1
0
 

６
 

２
 

２
 

１
 

１
 

1
1
 

７
 

３
 

３
 

１
 

１
 

1
2
 

８
 

４
 

４
 

１
 

１
 

1
3
 

９
 

５
 

５
 

１
 

１
 

1
4
 

1
0
 

６
 

６
 

２
 

１
 

1
5
 

1
1
 

７
 

７
 

３
 

１
 

1
6
 

1
2
 

８
 

８
 

４
 

１
 

1
7
 

1
3
 

９
 

９
 

５
 

１
 

1
8
 

1
4
 

1
0
 

1
0
 

６
 

２
 

1
9
 

1
5
 

1
1
 

1
1
 

７
 

３
 

2
0
 

1
6
 

1
2
 

1
2
 

８
 

４
 

2
1
 

1
7
 

1
3
 

1
3
 

９
 

５
 

2
2
 

1
8
 

1
4
 

1
4
 

1
0
 

６
 

2
3
 

1
9
 

1
5
 

1
5
 

1
1
 

７
 

2
4
 

2
0
 

1
6
 

1
6
 

1
2
 

８
 

2
5
 

2
1
 

1
7
 

1
7
 

1
3
 

９
 

2
6
 

2
2
 

1
8
 

1
8
 

1
4
 

1
0
 

2
7
 

2
3
 

1
9
 

1
9
 

1
5
 

1
1
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2
8
 

2
4
 

2
0
 

2
0
 

1
6
 

1
2
 

2
9
 

2
5
 

2
1
 

2
1
 

1
7
 

1
3
 

3
0
 

2
6
 

2
2
 

2
2
 

1
8
 

1
4
 

3
1
 

2
7
 

2
3
 

2
3
 

1
9
 

1
5
 

3
2
 

2
8
 

2
4
 

2
4
 

2
0
 

1
6
 

3
3
 

2
9
 

2
5
 

2
5
 

2
1
 

1
7
 

3
4
 

3
0
 

2
6
 

2
6
 

2
2
 

1
8
 

3
5
 

3
1
 

2
7
 

2
7
 

2
3
 

1
9
 

3
6
 

3
2
 

2
8
 

2
8
 

2
4
 

2
0
 

3
7
 

3
3
 

2
9
 

2
9
 

2
5
 

2
1
 

3
8
 

3
4
 

3
0
 

3
0
 

2
6
 

2
2
 

3
9
 

3
5
 

3
1
 

3
1
 

2
7
 

2
3
 

4
0
 

3
6
 

3
2
 

3
2
 

2
8
 

2
4
 

4
1
 

3
7
 

3
3
 

3
3
 

2
9
 

2
5
 

4
2
 

3
8
 

3
4
 

3
4
 

3
0
 

2
6
 

4
3
 

3
9
 

3
5
 

3
5
 

3
1
 

2
7
 

4
4
 

4
0
 

3
6
 

3
6
 

3
2
 

2
8
 

4
5
 

4
1
 

3
7
 

3
7
 

3
3
 

2
9
 

4
6
 

4
2
 

3
8
 

3
8
 

3
4
 

3
0
 

4
7
 

4
3
 

3
9
 

3
9
 

3
5
 

3
1
 

4
8
 

4
4
 

4
0
 

4
0
 

3
6
 

3
2
 

4
9
 

4
5
 

4
1
 

4
1
 

3
7
 

3
3
 

5
0
 

4
6
 

4
2
 

4
2
 

3
8
 

3
4
 

5
1
 

4
7
 

4
3
 

4
3
 

3
9
 

3
5
 

5
2
 

4
8
 

4
4
 

4
4
 

4
0
 

3
6
 

5
3
 

4
9
 

4
5
 

4
5
 

4
1
 

3
7
 

5
4
 

5
0
 

4
6
 

4
6
 

4
2
 

3
8
 

5
5
 

5
1
 

4
7
 

4
7
 

4
3
 

3
9
 

5
6
 

5
2
 

4
8
 

4
8
 

4
4
 

4
0
 

5
7
 

5
3
 

4
9
 

4
9
 

4
5
 

4
1
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5
8
 

5
4
 

5
0
 

5
0
 

4
6
 

4
2
 

5
9
 

5
5
 

5
1
 

5
1
 

4
7
 

4
3
 

6
0
 

5
6
 

5
2
 

5
2
 

4
8
 

4
4
 

6
1
 

5
7
 

5
3
 

5
3
 

4
9
 

4
5
 

6
2
 

5
8
 

5
4
 

5
4
 

5
0
 

 

6
3
 

5
9
 

5
5
 

5
5
 

5
1
 

 

6
4
 

6
0
 

5
6
 

5
6
 

5
2
 

 

6
5
 

6
1
 

5
7
 

5
7
 

5
3
 

 

6
6
 

6
2
 

5
8
 

5
8
 

5
4
 

 

6
7
 

6
3
 

5
9
 

5
9
 

5
5
 

 

6
8
 

6
4
 

6
0
 

6
0
 

5
6
 

 

6
9
 

6
5
 

6
1
 

6
1
 

5
7
 

 

7
0
 

6
6
 

6
2
 

6
2
 

5
8
 

 

7
1
 

6
7
 

6
3
 

6
3
 

5
9
 

 

7
2
 

6
8
 

6
4
 

6
4
 

6
0
 

 

7
3
 

6
9
 

6
5
 

6
5
 

6
1
 

 

7
4
 

7
0
 

6
6
 

6
6
 

6
2
 

 

7
5
 

7
1
 

6
7
 

6
7
 

6
3
 

 

7
6
 

7
2
 

6
8
 

6
8
 

6
4
 

 

7
7
 

7
3
 

6
9
 

6
9
 

6
5
 

 

7
8
 

7
4
 

7
0
 

7
0
 

6
6
 

 

7
9
 

7
5
 

7
1
 

7
1
 

6
7
 

 

8
0
 

7
6
 

7
2
 

7
2
 

6
8
 

 

8
1
 

7
7
 

7
3
 

7
3
 

6
9
 

 

8
2
 

7
8
 

7
4
 

7
4
 

7
0
 

 

8
3
 

7
9
 

7
5
 

7
5
 

7
1
 

 

8
4
 

8
0
 

7
6
 

7
6
 

7
2
 

 

8
5
 

8
1
 

7
7
 

7
7
 

7
3
 

 

8
6
 

8
2
 

7
8
 

7
8
 

 
 

8
7
 

8
3
 

7
9
 

7
9
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8
8
 

8
4
 

8
0
 

8
0
 

 
 

8
9
 

8
5
 

8
1
 

8
1
 

 
 

9
0
 

8
6
 

8
2
 

8
2
 

 
 

9
1
 

8
7
 

8
3
 

8
3
 

 
 

9
2
 

8
8
 

8
4
 

8
4
 

 
 

9
3
 

8
9
 

8
5
 

8
5
 

 
 

9
4
 

9
0
 

 
 

 
 

9
5
 

9
1
 

 
 

 
 

9
6
 

9
2
 

 
 

 
 

9
7
 

9
3
 

 
 

 
 

9
8
 

9
4
 

 
 

 
 

9
9
 

9
5
 

 
 

 
 

1
0
0
 

9
6
 

 
 

 
 

1
0
1
 

9
7
 

 
 

 
 

1
0
2
 

9
8
 

 
 

 
 

1
0
3
 

9
9
 

 
 

 
 

1
0
4
 

1
0
0
 

 
 

 
 

1
0
5
 

1
0
1
 

 
 

 
 

1
0
6
 

1
0
2
 

 
 

 
 

1
0
7
 

1
0
3
 

 
 

 
 

1
0
8
 

1
0
4
 

 
 

 
 

1
0
9
 

1
0
5
 

 
 

 
 

1
1
0
 

1
0
6
 

 
 

 
 

1
1
1
 

1
0
7
 

 
 

 
 

1
1
2
 

1
0
8
 

 
 

 
 

1
1
3
 

1
0
9
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１ 歳入歳出予算補正                                              

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

国民健康保険特別会計繰出金 3,636 3,636
□特別会計人件費補正による
・国民健康保険特別会計繰出金 　3,636

介護保険特別会計繰出金 2,300 2,300
□特別会計人件費補正による
・介護保険特別会計繰出金　　 　2,300

後期高齢者医療特別会計繰出金 1,634 1,634
□特別会計人件費補正による
・後期高齢者医療特別会計繰出金 1,634

３款計 7,570 7,570

南新地土地区画整理事業特別会
計繰出金

1,114 1,114
□特別会計人件費補正による
・南新地土地区画整理事業特別会計繰出
金　　　　 　　　　　　　　　　1,114

８款計 1,114 1,114

8,684 8,684

各款職員等人件費 95,084 1,478 8,511 85,095

（うち会計年度任用職員） (40,918) (1,478) (39,440)

補　正　額 103,768 1,478 8,511 93,779
一般財源
・財政調整基金繰入金　　　　　93,779

補正前の額 28,562,898 7,737,337 1,366,500 1,677,960 17,781,101

合　　　計 28,666,666 7,738,815 1,366,500 1,686,471 17,874,880

３
民
生
費

８
土
木
費

款　合　計

（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　 　1,422
　・県補助金　　　　　　　　 　　 56
  ・熊本県市町村振興協会派遣職員人件
　　費負担金　　　　　　　　　 7,814
　・大牟田・荒尾清掃施設組合派遣職員
　　人件費負担金　　　　　　　 　697

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第７号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

議第81号資料
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【歳入】 　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

6款
 繰入金

623,386 3,636 627,022 給与改定等に伴う増額

106,515 0 106,515

729,901 3,636 733,537

7款
 繰越金

その他の繰越金 7,176 321 7,497
令和5年度決算繰越金
（28,034千円のうち321千
円計上）

6,571,175 0 6,571,175

7,308,252 3,957 7,312,209

【歳出】 　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

1款
 総務費

114,009 3,636 117,645 給与改定等に伴う増額

　 15,912 0 15,912

129,921 3,636 133,557

6款
 保健事業費

40,339 321 40,660 給与改定に伴う増額

　 40,158 0 40,158

80,497 321 80,818

7,097,834 0 7,097,834

7,308,252 3,957 7,312,209

令和６年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）資料

区　　分

一般会計繰入金

その他

計

その他

歳入合計

区　　分

一般管理費

その他

計

保健衛生普及費

歳出合計

その他

計

その他

議第82号資料
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＜保険事業勘定＞

【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

4款
 国庫支出金

52,785 1,214 53,999

1,384,387 0 1,384,387

計 1,437,172 1,214 1,438,386

6款
 県支出金

26,392 607 26,999

その他 761,713 0 761,713

計 788,105 607 788,712

9款
 繰入金

56,201 723 56,924

87,525 970 88,495

26,392 607 26,999

949,011 0 949,011

計 1,119,129 2,300 1,121,429

10款
 繰越金

84,774 729 85,503

2,419,082 0 2,419,082

5,848,262 4,850 5,853,112

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

1款
 総務費

122,664 3,188 125,852

55,375 970 56,345

27,167 0 27,167

計 205,206 4,158 209,364

5款
 地域支援事業費

5,931 390 6,321

2,801 302 3,103

215,801 0 215,801

計 224,533 692 225,225

5,418,523 0 5,418,523

5,848,262 4,850 5,853,112

職員給与費等繰入金

事務費繰入金 給与改定等に伴う増額

給与改定等に伴う増額

その他

地域支援事業交付金
(総合以外)

給与改定等に伴う増額

令和６年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第４号）資料

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

地域支援事業交付金（総合
以外）

給与改定等に伴う増額

地域支援事業繰入金
（総合以外）

給与改定等に伴う増額

歳入合計

繰越金 給与改定等に伴う増額

その他

その他

その他

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

一般管理費 給与改定等に伴う増額

認定調査等費 給与改定に伴う増額

サービス事業勘定38,537千円です。

今回の4号補正により、保険事業勘定を4,850千円増額しますので、4号補正後の介護保険特別会計予算

は5,891,649千円となります。

その他

その他

歳出合計

3号補正後の介護保険特別会計予算は5,886,799千円で、その内訳は、保険事業勘定5,848,262千円、介護

総合相談事業費 給与改定に伴う増額

包括的・継続的ケアマネジ
メント支援事業費

給与改定に伴う増額

議第83号資料
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【歳入】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

4款
 繰入金

44,658 1,634 46,292 給与改定等に伴う増額

277,792 0 277,792

322,450 1,634 324,084

6款
 諸収入

7,275 160 7,435 給与改定等に伴う増額

1,200 0 1,200

8,475 160 8,635

680,922 0 680,922

1,011,847 1,794 1,013,641

【歳出】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

1款
 総務費

47,855 1,794 49,649 給与改定等に伴う増額

3,162 0 3,162

51,017 1,794 52,811

960,830 0 960,830

1,011,847 1,794 1,013,641

計

事務費繰入金

その他

計

雑入

その他

令和６年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）資料

区     分

その他

歳出合計

その他

歳入合計

区     分

一般管理費

計

その他

議第84号資料
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【歳入】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

5款
 繰入金

196,724 1,114 197,838 給与改定等に伴う増額

548,488 0 548,488

745,212 1,114 746,326

【歳出】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

1款
 総務費

101,972 1,114 103,086 給与改定等に伴う増額

643,240 0 643,240

745,212 1,114 746,326

令和６年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）資料

区     分

一般会計繰入金

歳出合計

その他

一般管理費

その他

歳入合計

区     分

議第85号資料
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